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家
屋
評
価
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
税
務
住
民
課
で
は
、
９
月
上
旬
か

ら
新
築
、
増
築
さ
れ
た
家
屋
の
調
査

を
行
い
、
10
月
中
旬
頃
か
ら
家
屋
評

価(

※)

を
実
施
し
ま
す
。
家
屋
評

価
の
日
時
は
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
ま

す
の
で
、
当
日
の
立
ち
会
い
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、
家
屋
の
新
築
、
増
築
な
ど

に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
と
き
は
、

地
方
税
法
に
よ
り
60
日
以
内
に
東
部

県
税
事
務
所
に
申
告
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。
正
当
な
事
由
な
く
申
告
を

し
な
か
っ
た
場
合
は
、
過
料
が
料
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早

め
に
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
申

告
に
必
要
な
書
類
は
税
務
住
民
課
に

あ
り
ま
す
。
住
宅
だ
け
で
な
く
、
倉

庫
や
車
庫
も
評
価
の
対
象
で
す
。

(

※)

家
屋
評
価
と
は
…
新
築
、
増

築
さ
れ
た
家
屋
に
つ
い
て
、
面
積
、

構
造
、
部
材
な
ど
の
調
査
を
行
う
も

の
で
す
。
こ
の
調
査
を
基
に
評
価
額

を
算
定
し
、
固
定
資
産
税
算
出
の
基

礎
と
し
ま
す
。
固
定
資
産
税
は
町
の

自
主
財
源
と
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
事

業
な
ど
の
貴
重
な
財
源
と
な
り
ま
す

の
で
、
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

　

「
滅
失
の
申
告
」
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
12
月
27
日
（
金
）
ま
で
に
申

告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
課
税
台
帳

か
ら
削
除
さ
れ
、
次
年
度
か
ら
課
税

さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

所
有
者
が
死
亡
し
た
と
き

　

相
続
人
を
代
表
し
て
納
税
通
知
書

等
を
受
領
す
る
人
を
指
定
す
る
「
固

定
資
産
現
所
有
者
等
届
出
書
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
役
場
税
務
住
民
課　

　
　
　
　
　
　
　

☎
75
ー
４
１
１
７

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
、
国

民
年
金
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
の
場
合
は
国

民
年
金
の
届
出
が
必
要
で
す
。

・
勤
務
先
を
退
職
し
た
と
き
は
、
厚

生
年
金
保
険
か
ら
国
民
年
金
へ
変

更
・
勤
務
先
を
退
職
し
た
人
に
扶
養
さ

れ
て
い
た
配
偶
者
は
、
国
民
年
金

へ
の
変
更

・
退
職
し
て
会
社
員
・
公
務
員
な
ど

の
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で

あ
る
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
る
人

は
、
配
偶
者
の
勤
務
先
へ

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
か

基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
書
類

・
退
職
の
日
付
が
わ
か
る
書
類

保
険
料
額

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
毎
年
度
変

わ
り
ま
す
。
令
和
元
年
度
の
月
額
保

険
料
は
１
６
，
４
１
０
円
で
す
。

【
問
合
せ
先
】
役
場
税
務
住
民
課
　 

　
　
　
　
　
　
　
☎
75
ー
４
１
１
８

　

冬
シ
ー
ズ
ン
に
一
日
中
あ
た
た
か

く
過
ご
す
た
め
、
薪
ス
ト
ー
ブ
を
設

置
し
ま
せ
ん
か
？

　

本
町
で
は
、
町
内
の
住
宅
、
事
務

所
に
設
置
す
る
薪
ス
ト
ー
ブ
の
購
入

１
台
に
つ
き
対
象
経
費
の
3
／
10

(

最
大
30
万
円)

を
補
助
し
ま
す
。

　

薪
ス
ト
ー
ブ
は
「
春
の
日
向
ぼ
っ

こ
」と
同
じ
遠
赤
外
線
効
果
に
よ
り
、

室
内
の
空
気
は
も
ち
ろ
ん
、
身
体
を

芯
か
ら
気
持
ち
よ
く
暖
め
て
く
れ
ま

す
。

　

薪
ス
ト
ー
ブ
の
利
用
で
、
森
の
資

源
が
循
環
し
、
山
の
整
備
が
進
む
こ

と
で
森
が
元
気
に
な
り
ま
す
。
町
内

の
事
業
所
も
対
象
で
す
の
で
、
検
討

く
だ
さ
い
。

※
購
入
後
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
役
場
山
村
再
生
課
　 

　
　
　
　
　
　
　
☎
75
ー
３
１
１
７

会
社
を
退
職
さ
れ
た
人
は

　
　
国
民
年
金
へ
の

　
　
　
　
変
更
手
続
き
を

薪
ス
ト
ー
ブ
の
設
置
・
購
入

　
　
　
　
を
支
援
し
ま
す
！
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